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子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 

  

当社は、平成22年7月26日開催の取締役会において、当社の株式の100％子会社である株

式会社ティ・エム・ソルの株式の90％を譲渡することを決議し、譲渡先であるエス・エー・

エス株式会社との間で合意に達しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

１． 譲渡の理由 

 当社グループでは、特定分野に特化し、高い専門性を備えることで競争力の強化を図る

方針の下、事業分野の選択と集中を図っておりますが、勤怠管理システムの開発・販売を

行う子会社株式会社ティ・エム・ソルにつきましては、当社グループ内でシナジーの構築

が困難であると判断致しました。 

 譲渡先は、給与計算等のクラウド事業を本格的に展開するに当たり、併せてサービス提

供する勤怠管理システムを必要としていました。 

両社のニーズが合致したため、株式会社ティ・エム・ソルの株式の90％を譲渡すること

で合意したものです。 

 なお、当社グループは、譲渡後においてもスムースな事業継承に必要な営業面等での協

力を行う予定であり、そのため当社は株式会社ティ・エム・ソルの株式の10％を継続して

保有いたします。 

 

２． 譲渡する子会社の概要 

 
 
 
 
 
 
 

 (１) 商 号  

 (２) 代 表 者 

 (３) 所 在 地 

 (４) 設 立 年 月 日 

 (５) 主な事業の内容 

 (６) 決 算 期  

 (７) 従 業 員 数 

 (８) 資本金 

 (９) 株主構成 

 

株式会社ティ・エム・ソル 

代表取締役会長 長尾 章 

東京都港区芝5-33-7 徳栄本館ビル8F 

平成21年1月5日 

勤怠管理システムの開発・販売 

11 月 

4 名 

900 万円 

株式会社ソルクシーズ 100％ 



(10) 純資産 

(11) 当社との関係 

   資本関係  

   人的関係 

 

 

 

 

   取引関係  

   関連当事者への該当状況 

(12) 最近事業年度における業績の動向 

                                   （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 株式の譲渡先の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売 上 高  

売 上 総 利 益  

営 業 利 益 

経 常 利 益  

当 期 利 益 

総 資 産 

株 主 資 本 

 

平成21年11月期 

（平成21年1月～） 
49,879 

2,351 

△21,720 

△21,848 

△21,906 

20,416 

△612 

 

平成22年11月期 

（第2四半期累計） 

47,711 

18,592 

5,416 

5,294 

5,204 

23,723 

4,592 

 

(１)商 号  

(２) 代 表 者 

(３) 本 店 所 在 地  

(４) 主な事業の内容 

(５) 資本金の額 

(６) 設立年月日 

(７) 総資産 

(８) 純資産 

(９) 当社との関係 

  資本関係  

  人的関係 

  取引関係 

関連当事者への該当状況 該当事項なし 

(10) Ｗｅｂサイト      http://www.sas-com.com/ 
 

 

エス・エー・エス株式会社 

代表取締役 青山 秀一 

東京都港区芝浦3-7-9 9Ｆ 

クラウド事業及び受託システム開発 

2,500万円 

平成7年10月4日 

285,269千円（平成22年2月末） 

107,412千円（平成22年2月末） 

 

該当事項なし 

該当事項なし 

該当事項なし 

4,592千円（平成22年5月末） 

 

当社100％出資 

当社の代表取締役社長である長尾章が当該会社の代表取

締役会長である外、当社役員の鈴木俊男及び秋吉邦彦は当

該会社の役員、監査役を兼任しております。 

また、当社執行役員である北島孝則は当該会社の役員を兼

任しております。 
システム開発の受発注取引があります。 
当社の連結子会社であるため、関連当事者に該当します。 



４． 譲渡する株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式数の状況 

(１) 異動前の所有株式数      180株（所有割合 100％） 

(２) 異動株式数             162株（譲渡価額 810万円） 

(３) 異動後の所有株式数      18 株（所有割合 10％） 

（４）譲渡価額の算定根拠   譲渡する会社の資本金900万円を基準とし、その90％ 

とすることで合意いたしました。 

 

５． 日程 

平成22年 7月26日  取締役会決議 

平成22年 7月26日  株式譲渡基本契約締結 

平成22年 9月 1日 株式譲渡の実行 

 

６． 今後の業績に与える影響 

本件の株式譲渡の影響は、軽微であり、通期連結業績予想の修正は行いません。 

以上 


